
１年 ２年 ３年 朝 後 １年 ２年 ３年

1 火
全校朝会（表彰含む）

○ ○ ○ × ○ 5:45 5:45
4:15
(5:45)

２ 水 ○ ○ ○ × ○ 5:45 5:45
4:15
(5:45)

３ 木
生徒活動日　租税教室3年14:40～ くまなびスクール⑤
生徒会専門委員会 ○ ○ ○ × ×

3:55
(4:30)

3:55
(4:30)

3:55
(4:30)

４ 金
3年進路説明会（①体育館2階）

○ ○ ○ × ○ 5:45 5:45
4:15
(5:45)

５ 土
青少年健全育成大会（13:00～）文化センター

６ 日

７ 月
生徒評議会

○ ○ ○ × ○ 5:45 5:45
3:15
(5:45)

８ 火
生徒朝会（県大会壮行会）

○ ○ ○ × ○ 5:45 5:45
4:15
(5:45)

９ 水
ＡＰC回収① 県大会代表者会議

○ ○ ○ × ○ 5:45 5:45
4:15
(5:45)

　

10 木
APC回収②　くまなびスクール⑥

○ ○ ○ × ×
3:55
(4:30)

3:55
(4:30)

3:55
(4:30)

11 金 ○ ○ ○ × ○ 5:45 5:45
4:15
(5:45)

12 土

13 日

14 月
2年林間学校事前指導

○ ○ ○ × ○ 5:45 5:45
3:15
(5:45)

15 火
2年夏季林間学校①　完全下校17:30

○ × ○ × ○ 5:30
4:15
(5:45)

16 水
2年夏季林間学校②　完全下校17:30

○ × ○ × ○ 5:30 3:30
4:15
(5:45)

　

17 木
スマホ・携帯安全教室（第6校時）　生徒活動日　給食最終
日　完全下校16:30 ○ ○ ○ × ×

3:55
(4:30)

3:55
(4:30)

3:55
(4:30)

18 金
前期前半終了　全校集会

× × × × × 12:00 12:00 12:00

19 土
県学総大会（～30日）

20 日
夏季休業日開始（～8/30 )

21 月
海の日

22 火
全校教育相談①

23 水
全校教育相談②

24 木
全校教育相談③

25 金
全校教育相談④

26 土

27 日

28 月
教育文化講演会

29 火
全校教育相談⑤

30 水
全校教育相談⑥PMのみ

31 木

※次号は７月１８日頃発行予定です。行事等は各学年だよりとあわせてご確認ください。

完 全 下 校 時 刻部 活 動

　

日 曜 校内行事
給 食

学校教育目標
「確かな学力の向上と健康で心豊かな生徒の育成」

7
月
号

夏休みは、部活動や学習を計画的に行いましょう。ま

た、生活習慣を乱さないようにしましょう。

３年生は部活動がある生徒は（ ）内が完全下

校時刻になります。



　学総体が終わり部活動を引退すると、３年はいよいよ進路決定に向
けて動き始めます。上級学校の情報や進路に関する行事の日程などに
ついてご理解を深めていただくための進路説明会を実施します。入試
等に関する今後の流れ、オンラインでの出願など大切な説明がありま
す。

１　期　日　７月４日（金）

２　時　間　午前８時４０分～　受付（体育館２階入り口）
　　　　　　午前８時５５分～　９時４５分　進路説明会
　
３　場所　　体育館２階
　
４　その他　(1)徒歩か自転車でご来校ください。
　　　　　　(2)スリッパ等の履き物をご持参ください。

　自然に親しみ、よりよい人間関係を築くなどの集団生活の
あり方や公衆道徳などについての体験を積むことをねらい
に、１泊２日の夏季林間学校を実施します。昨年度に引き続
き、群馬県の「国立赤城青少年交流の家」を使用します。山
登りの計画もあるので、天気が良くなるといいですね。ス
ローガン旗の作成を終え、テーマソングも決めて生徒たちは
楽しみにしています。盛りだくさんの内容ですが、実行委員
さんを中心に順調に準備を進めています。
　
１　期日　　　　７月１５日（火）・１６日（水）
２　場所　　　　国立赤城青少年交流の家
３　体験内容　　①山登り(地蔵岳)
　　　　　　　　②キャンプファイヤー
　　　　　　　　③炊事体験
　

　6月5日(木)の放課後、熊谷農業高校の生物生産工学の先生お二人
と生徒さん５人が来校し、本校の環境美化委員(12人)と技術の授業
で作物を作っている班の班長(16人)に、草花や作物の上手な育て方
を教えてくださいました。専門知識をお持ちの先生のすごさもさる
ことながら、生徒さん達も本当によく本校の生徒に教えてくれまし
た。本校でも作物が大きく育てられるか、楽しみにしたいです。

　毎年３年生には、税金について学ぶ機会を設けています。
熊谷にある県税事務所の職員の方が講演に来てくださいま
す。税金の使い道などについて動画等で説明していただき、
税金が私たちの生活に密接にかかわっていること、税金がな
いと困ることがたくさんあることを学ぶ良い機会になりま
す。暑さ対策のため、生徒たちは各教室でオンラインにて講
演を聞くことになります。

　今年度も全校で、夏休み中に教育相談（学校での三者面談）を実
施します。有意義な夏休みになるよう、相談していきたいと思いま
す。
１　期　間　７月２２日（火）～３０日（水）＊28日はなし
２　場　所　各教室
３　内　容　①ご家庭での様子について
　　　　　　②生活・学習・進路について
４　その他
　　全学年ともに、事前に担任が日程希望調査を行います。
　出張等の関係で上記の期間が延びる場合があります。
　各家庭の希望を調整し、担任が相談日をお伝えします。

　情報通信会社の方を指導者に「スマホ・携帯安全教室」を実施しま
す。今年度になってからも各学校でSNSのトラブルが報告されています。
夏休みの前にスマートフォン等の使用に伴う様々な危険やトラブルにつ
いて学び、危険やトラブルを回避する方法を身に付けます。
　
　

熊谷の子どもたちは、これができます！
４つの実践 ３減運動

①朝ごはんをしっかり食べる。 ①テレビの時間を減らします。

②呼ばれたら「はい」と元気よく ②ゲームの時間を減らします。
返事をする。 ③スマートフォン・携帯電話や

③「ありがとう」「ごめんなさい」と言う。 パソコンに触れる時間を
減らします。

④友だちをたくさんつくる。

【めざす生徒像】
１ 「はい」「こんにちは」返事とあいさつができます。

２ 「ありがとう」「ごめんなさい」感謝と反省をすることができます。

３ 「私がします」積極的に関わることができます。

４ 「大丈夫？」弱い立場や困っている人に手を差し伸べることができます。

５ 「わたしはこうなりたい」将来への夢や希望を語ることができます。
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令和7年度 ７月 大原中学校

熊谷市では、令和元年７月に、
小中学生が主体となって作成し
た「スマホ使い方宣言」や保護
者の皆さんが進める「スマート
フォン『4つの実践』」に取り組
んでいます。
家庭でも、フィルタリングの

設定を確認したり、家庭での約
束を確認したりするなど、生徒
がトラブルに巻き込まれないよ
うな協力をお願いいたします。


